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規 則
奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を
ここに公布する。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第41号

奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の利用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正
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する規則
奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利
用者負担等に関する条例施行規則（平成27年奈良市規則第
11号）の一部を次のように改正する。
別表備考第３項中「及び附則第45条」を「、附則第７条
の２第４項及び第５項、附則第７条の３第２項並びに附則
第45条」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この規則による改正後の奈良市特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行
規則別表の規定は、平成29年９月分以後の月分の利用者
負担額について適用し、同年８月分までの月分の利用者
負担額については、なお従前の例による。

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市地域における歴史的風致の維持及び向上に関する
法律施行細則をここに公布する。
平成29年９月４日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第42号

奈良市地域における歴史的風致の維持及び向上に関
する法律施行細則

（趣旨）
第１条 この規則は、地域における歴史的風致の維持及び
向上に関する法律（平成20年法律第40号。以下「法」と
いう。）の施行について、地域における歴史的風致の維
持及び向上に関する法律施行令（平成20年政令第337号）
及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法
律施行規則（平成20年文部科学省・国土交通省令第１号
）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（歴史的風致形成建造物の指定に係る意見及び同意）
第２条 法第12条第２項の規定による所有者及び施設管理
者の同意は、歴史的風致形成建造物指定同意書・不同意
書（別記第１号様式）に意見を付して行うものとする。
（歴史的風致形成建造物の指定の提案）
第３条 法第13条第１項又は第２項の規定による提案は、
歴史的風致形成建造物指定提案書（別記第２号様式）に
より行うものとする。
（歴史的風致形成建造物の標識）
第４条 法第14条第２項の規定により設置する標識（以下
この条において「標識」という。）には、次に掲げる事
項を記載するものとする。
⑴ 歴史的風致形成建造物の名称
⑵ 指定番号
⑶ 指定年月日
⑷ 奈良市の表示
２ 標識の様式は、別記第３号様式のとおりとする。
３ 標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

（歴史的風致形成建造物の増築等の届出等）
第５条 法第15条第１項の規定による届出は、歴史的風致
形成建造物増築等届出書（別記第４号様式）により行う
ものとする。
２ 法第15条第２項の規定による届出は、歴史的風致形成
建造物増築等変更届出書（別記第５号様式）により行う
ものとする。
（歴史的風致形成建造物の所有者の変更の届出）
第６条 法第18条の規定による届出は、歴史的風致形成建
造物所有者変更届出書（別記第６号様式）により行うも
のとする。
（歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の徴収）
第７条 法第20条の規定により報告を求められた者は、歴
史的風致形成建造物現状報告書（別記第７号様式）を市
長に提出しなければならない。
（その他）
第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市
長が別に定める。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。
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（平成29年９月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市病院事業会計規則の一部を改正する規則をここに
公布する。
平成29年９月４日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第43号

奈良市病院事業会計規則の一部を改正する規則
奈良市病院事業会計規則（平成16年奈良市規則第77号）
の一部を次のように改正する。
目次中「第６章 予算（第54条―第58条）」を
「第５章の２ 報告セグメント（第53条の２）

に改める。
第６章 予算（第54条―第58条） 」
第５章の次に次の１章を加える。
第５章の２ 報告セグメント

（セグメントの区分）
第53条の２ 病院事業の会計に関して、セグメント情報の
開示に伴うセグメント区分は、次のとおりとする。
⑴ 病院
⑵ 看護専門学校
附 則

この規則は、公布の日から施行する。
（平成29年９月４日掲示済）

告 示
奈良市告示第588号
奈良市柳生の里観光施設（旧柳生藩家老屋敷、旧柳生藩
陣屋跡及び柳生観光駐車場）の指定管理者を公募しますの
で、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に
関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第２条の規定に
より、次のとおり告示します｡
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 観光施設の所在地及び名称

奈良市柳生町155番地の１
旧柳生藩家老屋敷
奈良市柳生町337番地
旧柳生藩陣屋跡
奈良市柳生下町491番地
柳生観光駐車場

２ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 観光施設の入場及び使用の承認及び制限に関するこ
と。
⑵ 観光施設の施設及び設備等の維持管理に関すること。
⑶ 観光振興及び地域の活性化に関すること。
⑷ その他市長が定めること。
３ 指定予定期間
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平成30年４月１日から平成35年３月31日まで
４ 指定申請の方法
⑴ 指定申請書等の配布及び提出場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部観光振興課

⑵ 申請期間
平成29年９月１日から平成29年10月２日まで

⑶ 提出書類
奈良市柳生の里観光施設指定管理者指定申請書に､
次の書類を添えて提出してください｡
ア 奈良市柳生の里観光施設指定管理者事業計画書
イ 奈良市柳生の里観光施設指定管理者収支予算書
ウ 団体の定款、寄附行為の写し及び登記事項証明書
（法人以外の団体にあっては、会則その他これに類
する書類の写し及び代表者の住民票の写し）

エ 団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書及び
貸借対照表その他活動の内容及び財務の状況がわか
る書類

オ 団体の現事業年度の事業計画書及び収支予算書そ
の他活動の内容及び財務の状況がわかる書類

カ 団体の役員名簿その他これに類する書類
キ 団体及びその代表者が平成28年度分の法人市町村
民税及び個人市町村民税の滞納がない旨の証明書

ク 業務の再委託を行わせる場合、暴力団又は暴力団
関係者を再委託先としない旨の誓約書

ケ 共同体にあっては、指定管理者の指定の申請に係
る共同体結成に関する届出書及び共同体による指定
管理者の指定の申請の手続に係る委任状

５ その他
その他の詳細は、奈良市柳生の里観光施設指定管理者

募集要項によります。
６ 問い合わせ先

奈良市観光経済部観光振興課
電話0742－34－5135

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第589号
奈良市転害門前観光駐車場の指定管理者を公募しますの
で､奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に
関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第２条の規定に
より､次のとおり告示します｡
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 公の施設の所在地及び名称
奈良市手貝町14番地の１
奈良市転害門前観光駐車場

２ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 観光駐車場の供用に関すること。
⑵ 観光駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関する
こと。

⑶ その他市長が定めること。

３ 指定予定期間
平成30年４月１日から平成35年３月31日まで

４ 指定申請の方法
⑴ 指定申請書等の配布及び提出場所

奈良市鳴川町37－４
奈良市観光経済部奈良町にぎわい課

⑵ 申請期間
平成29年９月１日から平成29年10月２日まで

⑶ 提出書類
奈良市転害門前観光駐車場指定管理者指定申請書に､
次の書類を添えて提出してください｡
ア 奈良市転害門前観光駐車場指定管理者事業計画書
イ 奈良市転害門前観光駐車場指定管理者収支予算書
ウ 団体の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明
書（法人以外の団体にあっては、会則その他これに
類する書類の写し及び代表者の住民票の写し）
エ 団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書、貸
借対照表その他活動の内容及び財務の状況がわかる
書類
オ 団体の現事業年度の事業計画書、収支予算書その
他活動の内容及び財務の状況がわかる書類
カ 団体の役員名簿
キ 団体及びその代表者が平成28年度分の法人市町村
民税及び個人市町村民税の滞納がない旨の証明書
ク 共同体にあっては、指定管理者の指定の申請に係
る共同体結成に関する届出書及び共同体による指定
管理者の指定の申請の手続に係る委任状
ケ 業務の再委託を行なわせる場合、暴力団又は暴力
団関係者を再委託先としない旨の誓約書

５ その他
詳細は、「奈良市転害門前観光駐車場指定管理者募集
要項」によります。
６ 問い合わせ先

奈良市観光経済部奈良町にぎわい課
電話0742－24－8936

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第590号
平成29年奈良市告示第208号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第591号
次のとおり電子入札による総合評価落札方式一般競争入
札に付しますので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16
号）第167条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
なお、この工事は、奈良市建設工事低入札価格調査制度
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試行要領に基づく低入札価格調査を行います。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 （仮称）辰市こども園園舎新築工事
⑵ 工事場所 奈良市杏町414番４他８筆
⑶ 工 期 契約の日から平成30年３月30日まで
⑷ 工事概要 建築主体工事一式

外構工事一式
⑸ 予定価格 333,050千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
⑹ 調査基準モデル型算出価格 287,127千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第592号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 工 事 名 特別史跡特別名勝平城京左京三条二坊宮

跡庭園保存整備工事
⑵ 工事場所 奈良市三条大路一丁目５－37
⑶ 工事期間 契約の日から平成30年３月16日まで
⑷ 工事概要 造園工事

造園工事（庭園保存整備）一式
建築工事 素屋根工事一式

⑸ 予定価格 19,983千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 15,452千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第593号
介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規
定により、指定居宅介護支援事業者を指定しましたので、
同法第85条第１号の規定により公示します。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107674 奈良市押熊町1110－１
ケアプランセンターも
りの木 奈良市押熊町1110－１ 有限会社エイジング 平成29年

９月１日

2970107682 奈良市南登美ヶ丘15番１号

パナソニックエイジフ
リーケアセンター 奈
良登美ヶ丘・ケアマネ
ジメント

大阪府門真市大字門真
1048番地

パナソニックエイジフ
リー株式会社

平成29年
９月１日

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第594号
介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項、第
82条第２項及び第115条の５第２項の規定により、指定居
宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護

予防サービス事業者を廃止しましたので、同法第78条第２
号、第85条第２号及び第115条の10第２号の規定により公
示します。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

【居宅介護支援】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970104499 奈良市大宮町１－５－36－101

スーパー・コートＪ
Ｒ奈良駅前ケアプラ
ンセンター

大阪府大阪市西区
西本町１－７－７

株式会社スー
パー・コート 9120001044281 平成29年

７月31日

【特定（介護予防）福祉用具販売】

事業所番号
事業所 事業者 廃 止

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名 法人番号

2970103558 奈良市登美ヶ丘二丁目２番15号
ひまわりの会福祉用
具センター

奈良市登美ヶ丘二
丁目２番15号

株式会社ひま
わりの会 1150001001997 平成29年

８月31日



（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第595号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
奈良阪第２号緑地法面保護工事ほか34件（各工事の工
事件名、工事場所、工期、工事場所、工期、工事概要、
予定価格、最低制限基準価格及び最低制限モデル型価格
価格は別表のとおり）
以下省略

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第596号
奈良市都祁農畜産物処理加工施設・奈良市都祁農林水産
物処理加工施設及び奈良市針テラス情報館の指定管理者を
公募しますので､奈良市公の施設における指定管理者の指
定の手続等に関する条例（平成17年奈良市条例第85号）第
２条の規定により､次のとおり告示します｡
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 公の施設の所在地及び名称
奈良市針ヶ別所町1025番地
奈良市都祁農畜産物処理加工施設
奈良市都祁農林水産物処理加工施設

奈良市針町345番地
奈良市針テラス情報館

２ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 処理加工施設及び情報館の事業の実施に関すること。
ア 処理加工施設の事業の実施に関すること。
①農畜産物等の加工に関すること。
②その他処理加工施設の設置目的を達成するために
必要な事業

イ 情報館の事業の実施に関すること。
①観光の案内及び情報の提供に関すること。
②「つげの畑高原屋」の運営に関すること。
③その他情報館の設置目的を達成するために必要な
事業

⑵ 処理加工施設及び情報館の施設の利用届の受理（使
用の承認）及び利用（使用）制限に関すること。

⑶ 処理加工施設及び情報館の施設及び附属設備の維持
に関すること。

⑷ その他市長が定めること。
３ 指定予定期間

平成30年４月１日から平成35年３月31日まで
４ 指定申請の方法
⑴ 指定申請書等の配布及び提出場所

奈良市都祁白石町1026番地の１
奈良市市民生活部都祁行政センター地域振興課

⑵ 申請期間
平成29年９月１日から平成29年10月２日まで

⑶ 提出書類
奈良市都祁農畜産物処理加工施設・奈良市都祁農林
水産物処理加工施設及び奈良市針テラス情報館指定管
理者指定申請書に､次の書類を添えて提出してくださ
い｡
ア 奈良市都祁農畜産物処理加工施設・奈良市都祁農
林水産物処理加工施設及び奈良市針テラス情報館指
定管理者事業計画書
イ 奈良市都祁農畜産物処理加工施設・奈良市都祁農
林水産物処理加工施設及び奈良市針テラス情報館指
定管理者収支予算書
ウ 団体の定款、寄附行為の写し及び登記事項証明書
（法人以外の団体にあっては、会則その他これに類
する書類の写し及び代表者の住民票の写し）
エ 団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書及び
貸借対照表その他活動の内容及び財務の状況がわか
る書類
オ 団体の現事業年度の事業計画書及び収支予算書そ
の他活動の内容及び財務の状況がわかる書類
カ 団体の役員名簿その他これに類する書類
キ 団体及びその代表者が平成28年度分の法人市町村
民税及び個人市町村民税の滞納がない旨の証明書
ク 共同体にあっては、指定管理者の指定の申請に係
る共同体結成に関する届出書及び共同体による指定
管理者の指定の申請の手続に係る委任状

５ その他
その他の詳細は、奈良市都祁農畜産物処理加工施設・
奈良市都祁農林水産物処理加工施設及び奈良市針テラス
情報館指定管理者募集要項によります。
６ 問い合わせ先

奈良市市民生活部都祁行政センター地域振興課
電話0743－82－0201

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第597号
なら工藝館の指定管理者を公募しますので、奈良市公の
施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平
成17年奈良市条例第85号）第２条の規定により、次のとお
り告示します。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 公の施設の所在地及び名称

奈良市阿字万字町１番地の１
なら工藝館

２ 指定管理者が行う業務の範囲
⑴ 事業の実施に関すること
ア 奈良工芸品並びにその制作道具及び材料の収集及
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び展示に関すること。
イ 奈良工芸に関する情報の発信に関すること。
ウ 奈良工芸の研究、創造及び制作技術の伝承に関す
ること。

エ 工芸展の開催に関すること。
オ 工芸の制作実演及び体験教室の開催に関すること。
カ その他館の設置目的を達成するために必要な事業

⑵ 施設の使用申請等に関すること。
⑶ 館の施設及び附帯設備の維持管理に関すること。
⑷ その他市長が定めること。
３ 指定予定期間

平成30年４月１日から平成35年３月31日まで
４ 指定申請の方法
⑴ 指定申請書等の配布及び提出場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部産業振興課

⑵ 申請期間
平成29年９月１日から平成29年10月２日まで

⑶ 提出書類
なら工藝館指定管理者指定申請書に、次の書類を添
えて提出してください。
ア なら工藝館指定管理者事業計画書
イ なら工藝館指定管理者収支予算書
ウ 団体の定款、寄付行為の写し及び登記事項証明書
（法人以外の団体にあっては、会則その他これに類
する書類の写し及び代表者の住民票の写し）

エ 団体の前事業年度の事業報告書、収支計算書及び
貸借対照表その他活動の内容及び財務の状況がわか
る書類

オ 団体の現事業年度の事業計画書及び収支予算書そ
の他活動の内容及び財務の状況がわかる資料
カ 団体の役員名簿その他これに類する書類
キ 団体及びその代表者が平成28年度分の法人市町村
民税及び個人市町村民税の滞納がない旨の証明書
ク 共同体にあっては、指定管理者の指定の申請に係
る共同体結成に関する届出書及び共同体による指定
管理者の指定の申請の手続に係る委任状
ケ 誓約書

５ その他
その他の詳細は、なら工藝館指定管理者募集要項によ
ります。
６ 問い合わせ先

奈良市観光経済部産業振興課
電話 0742－34－4741

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第598号
公有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を
実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）
第167条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市
規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する公有財産物件

以下の物件を個別に入札に付し、売り払う。詳細は、
ヤフー株式会社がインターネットにて提供するインター
ネット公有財産売却システム（Yahoo!オークション 官
公庁オークション）による。
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（自動車３件）

物件番号 物件名 初年度登録 排気量（L) 予定価格（円) 入札保証金（円)

車－１ いすゞエルフ２ｔダンプ
（不動車部品取り用） 平成９年７月 4.33 10,000 1,000

車－２
ダイハツハイゼットカーゴ
（ＣＮＧ）

平成17年９月 0.65 10,000 1,000

※「予定価格」とは最低売却価格であり、この金額以上の
入札額を有効とする。
以下省略

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第599号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月４日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日

平成29年９月３日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項



⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。

⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成29年９月４日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第600号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は所有
者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、
奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭和59
年奈良市規則第35号）第５条の規定により告示します。
平成29年９月４日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 処分の根拠
告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りがな
いため。
２ 処分対象自転車等の保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

３ 処分年月日
平成29年９月４日

４ 処分対象自転車等の移動年月日
平成29年２月２日、同月５日、同月７日、同月14日、

同月16日、同月17日、同月20日、同月21日及び同月23日
（平成29年９月４日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第601号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年８月22日 奈良市指令整開 第17Ａ－21号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年９月５日 第1588号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市秋篠町865番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市秋篠町865番地の１
嶋田 三義

（平成29年９月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第602号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条第４項の規定により告示します。
平成29年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成29年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第603号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年９月５日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺
及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年９月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第604号
奈良市社会福祉法人等指導監査実施要綱の一部を次のよ
うに改正する告示を次のように定める。
平成29年９月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市社会福祉法人等指導監査実施要綱の一部を改
正する告示

奈良市社会福祉法人等指導監査実施要綱（平成19年奈良
市告示第200号）の一部を次のように改正する。
第４条第３項第１号ア中「２年度に１回」を「３年度に
１回」に、「４年度に１回」を「４年度又は５年度に１回」
に改める。
第４条第５項を次のように改める。
５ 特別監査は、その運営等に重大な問題を有する法人を
対象として、随時実施するものとし、その実施に当たっ
ては、国が定める要綱等に基づいて行うほか、当該問題
の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。
第４条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第
３項の次に次の１項を加える。
４ 社会福祉法人に対する一般監査と施設又は事業に対す
る一般監査との実施の周期が異なる場合において、これ
らの監査を併せて実施することが本市及び法人にとって
効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情
があるときは、本市の判断により、監査の実施の周期を
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３年度に１回を超えない範囲で設定することができる。
この場合において、法人の理解と協力が得られるよう十
分に配慮するものとする。
附 則

この告示は、平成29年９月５日から施行する。
（平成29年９月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第605号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

以下省略
（平成29年９月６日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第606号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成29年９月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
差押調書（謄本）

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成29年９月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第607号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年９月７日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年９月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第608号
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産緑
地地区を変更するため、都市計画法（昭和43年法律第100
号）第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規
定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦
覧に供します。
平成29年９月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更に係る都市計画の種類

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）生産
緑地地区
２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域

奈良市秋篠町、押熊町、西大寺竜王町一丁目、東九条
町、中山町、宝来三丁目、宝来四丁目及び法蓮町の各一
部
３ 変更に係る都市計画の案の縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

４ 縦覧期間
平成29年９月８日から平成29年９月22日まで

５ 意見書の提出要領
この都市計画の案について意見書を提出しようとする
者は、本案についての意見の要旨及びその理由を具体的
に記載し、住所、氏名及び連絡先を併記した文書１通を
市長あてとし、奈良市都市整備部都市計画課に平成29年
９月22日までに必着するように提出してください。

（平成29年９月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第609号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 事業名称

校務系・教育系システム等の賃貸借
⑵ 調達するシステム範囲

校務系及び教育系ネットワーク、学校共用センター
サーバー環境、校務支援システム環境、学校ホームペ
ージ公開環境、校務用端末、教育用端末、教育用ネッ
トワーク環境（LAN敷設、無線LANを含む。）の構築
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項目 概要

業務名称 女性の就業支援事業業務委託

業務内容 別添の仕様書に記載のとおり

契約形式 委託契約

契約期間 契約締結日から平成30年３月15日まで



に関連するハードウェア、周辺機器並びにソフトウェ
アを含めた校務系・教育系システムの一式
⑶ 実施スケジュールの調整
実施スケジュールの作成・調整（教育センター及び
各学校における作業を含む。）

⑷ 作業
システム範囲に記載の実現に係る要件確定、設計、
構築、設置、テスト、運用支援、工程管理等、本件仕
様書に記載の内容を実現するのに必要となる各種作業
一式

⑸ 保守、復旧作業及び運用支援
契約期間中の保守、復旧作業及びシステム運用に対
する支援

⑹ 納入条件
校務系・教育系システム一式及び関連する文書一式

⑺ 保険
⑻ その他
以下省略

（平成29年９月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第610号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月10日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日

平成29年９月８日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年９月10日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第611号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告いたします。
平成29年９月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 Tobu直売所マルシェ事前業務委託
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 契約期間 契約締結日から平成29年12月22日まで
⑷ 担 当 課 奈良市総合政策部奈良ブランド推進課

電話 0742－34－5172
以下省略

（平成29年９月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第612号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
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医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

秋山歯科医院 奈良県奈良市橋本町５ 好生ビル301 平成29年６月24日

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第613号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があ

りましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

旧 ファーマシー木のうた薬局 西の京店 奈良県奈良市六条西一丁目959
平成29年４月６日

新 ファーマシー木のうた薬局 西の京店 奈良県奈良市六条西一丁目１－50

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第614号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ならこころのクリニック 奈良県奈良市東向北町25－１ コンフォート吉
村１階 平成29年９月１日



（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第616号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 米穀（第１ブロック）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 別紙仕様書のとおり
⑸ 担 当 課 奈良市子ども未来部こども園推進課

電話 0742－34－5493
以下省略

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第617号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 米穀（第２ブロック）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 別紙仕様書のとおり
⑸ 担 当 課 奈良市子ども未来部こども園推進課

電話 0742－34－5493
以下省略

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第618号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。

平成29年９月12日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 米穀（第３ブロック）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 別紙仕様書のとおり
⑸ 担 当 課 奈良市子ども未来部こども園推進課

電話 0742－34－5493
以下省略

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第619号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 米穀（第４ブロック）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 別紙仕様書のとおり
⑸ 担 当 課 奈良市子ども未来部こども園推進課

電話 0742－34－5493
以下省略

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第620号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 米穀（第５ブロック）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 別紙仕様書のとおり

―14―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第615号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

吉澤 浩志
柔道整復 平成29年８月７日

日向整骨院 奈良県奈良市恋の窪三丁目８
番１－２号



⑸ 担 当 課 奈良市子ども未来部こども園推進課
電話 0742－34－5493

以下省略
（平成29年９月12日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第621号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 品 名 米穀（第６ブロック）
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 別紙仕様書のとおり
⑷ 納入期限 別紙仕様書のとおり
⑸ 担 当 課 奈良市子ども未来部こども園推進課

電話 0742－34－5493
以下省略

（平成29年９月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第622号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年９月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年５月９日 奈良市指令整開 第17Ａ－５号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年９月13日 第1589号
公共施設 平成29年９月13日 第763号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市八条五丁目335番１の一部、336番１の一部、
337番１の一部、342番１の一部、343番２の一部及び344
番４の一部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市柏木町519番23号
株式会社吉川商事 代表取締役 吉川 彰浩

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市八条五丁目335番１の一部、336番１の一部、
337番１の一部、342番１の一部、343番２の一部及び
344番４の一部

⑵ 下水道
奈良市八条五丁目336番１の一部、337番１の一部、
342番１の一部、343番２の一部及び344番４の一部

（平成29年９月13日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第623号
下記の者に係る住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）
第22条の規定に基づく平成28年８月30日届出の転入届及び
同法第24条の規定に基づく平成28年９月12日届出の転出届
は、事実に基づかない虚偽の届出であることが判明しまし
た。そのため、これらの届出に基づく処理を取り消し、交
付済みの住民票の写し及び国民健康保険被保険者証を無効
とします。
平成29年９月13日

奈良市長 仲 川 元 庸
以下省略

（平成29年９月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第624号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年９月14日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年９月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第625号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成29年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項

近鉄西大寺駅南土地区画整理事業整備工事（その３）
ほか22件（各工事の工事件名、工事場所、工期、工事場
所、工期、工事概要、予定価格、最低制限基準価格及び
最低制限モデル型価格価格は別表のとおり）
以下省略

（平成29年９月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第626号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
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平成29年９月15日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 鴻ノ池陸上競技場大型映像装置設置工事

に伴う設計業務委託
⑵ 業務場所 奈良市法蓮佐保山四丁目５番１号
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年３月16日まで
⑷ 業務概要 設計業務委託 大型映像装置 一式

地質調査業務委託 一式
ロータリーボーリングΦ 116㎜
１か所 計25ｍ

標準貫入試験 25回
土の密度試験 １資料
土の含水比試験 １資料

⑸ 予定価格 12,267千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 9,492千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第627号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 測量設計業務委託（六条一丁目地内・中

部第338号線）
⑵ 業務場所 奈良市六条一丁目地内
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年２月28日まで
⑷ 業務概要 設計延長Ｌ＝50ｍ

交差点数Ｎ＝１か所
測量業務一式 歩道詳細設計一式
平面交差点詳細設計一式

⑸ 予定価格 4,770千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 3,485千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第628号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月15日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 入札に付する事項
⑴ 業 務 名 六条奈良阪線予備設計業務委託
⑵ 業務場所 奈良市南京終町～桂木町地内
⑶ 業務期間 契約の日から平成30年３月23日まで
⑷ 業務概要 道路予備設計（Ａ） Ｌ＝800ｍ

平面交差点設計一式
都市計画変更図書作成一式
道路交通量調査（３か所１日７時～19
時）一式

⑸ 予定価格 6,780千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

⑹ 最低制限基準価格 4,958千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第629号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 奈良市地域コミュニティ無線電波伝搬調査業務委託事
業の概要
本事業は、通常時は地域に密着した定時放送、お知ら
せ等に使用し、非常時には市の同報系防災行政無線と連
携し、避難情報を放送するための「地域コミュニティ無
線」を整備するため、市が指定した特に同報系防災行政
無線が受信しがたい地域において電波伝搬調査委託を行
う。
２ 事業範囲
⑴ 事業内容
ア 調査にかかる打合せ及び調整

調査計画、市同報系防災行政無線との調整
イ 机上検討

市の指定する地域の電波伝搬机上検討、検討結果
の報告
ウ 電波伝搬調査

市の指定する地域における地域コミュニティ実験
局による電波伝搬調査を実施し、電波受信レベルの
測定を行う。
エ 調査結果報告

調査結果に基づき、仕様書に定める資料を提出す
ること。

⑵ 事業完了予定日
平成30年２月28日（水）

⑶ 作業実施場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号 奈良市役所北棟
２階危機管理課内他、「（別添１）入札仕様書」の
「（別添２）設定実施地域一覧」に記載の地域
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⑷ 仕様
詳細な仕様は、「（別紙１）入札仕様書」のとおり

３ 契約方法
⑴ 契約名称
奈良市地域コミュニティ無線電波伝搬調査業務委託
事業の委託契約

⑵ 契約形態
委託契約

⑶ 契約条項
「（別紙３）奈良市地域コミュニティ無線電波伝搬
調査業務の委託契約書（案）」のとおり

以下省略
（平成29年９月19日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第630号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年９月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年５月25日 奈良市指令整開 第17Ａ－２号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年９月20日 第1590号
公共施設 平成29年９月20日 第764号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市池田町247番１

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市池田町16番地の４
特定非営利活動法人 アンダンテ農園
理事長 六十谷 進

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市池田町247番１の一部
⑵ 防火水槽

奈良市池田町247番１の一部
（平成29年９月20日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第631号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成29年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 入札に付する事項

項目 概要

業務名称 寧波青少年交流プログラム渡航業務委託

業務内容 「仕様書」に記載のとおり

委託期間 委託契約

契約形式 契約締結日から平成29年11月30日（木）まで

以下省略
（平成29年９月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第632号
平成28年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部市民税課で
保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば、い
つでも交付します。
平成29年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成29年９月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第633号
平成29年度市・県民税納税通知書を郵送したが、その送
達を受けるべき者の住所等が不明のため送達することがで
きないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の
２及び奈良市税条例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条
の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は財務部市民税課で
保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば、い
つでも交付します。
平成29年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸

別紙省略
（平成29年９月21日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第634号

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり

１ この通知書の発送年月日 別紙のとおり

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり



都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成29年９月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成29年６月15日 奈良市指令整開 第17Ａ－１号

２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成29年９月21日 第1591号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市中山町西三丁目445番１の一部及び445番３の一
部
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

奈良市中山町西一丁目781番地の４
金澤 勇

（平成29年９月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第635号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域

内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成29年９月22日
３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ
京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成29年９月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第636号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の区域を決定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年９月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
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路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

中部第1500号線 西大寺南町2383番地先から 西大寺南町2410番３まで Ｌ＝147.0
Ｗ＝24.6～28

（平成29年９月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第637号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の供用を開始します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年９月22日

奈良市長 仲 川 元 庸

路線名 区 間 延長（ｍ)
幅員（ｍ) 備 考

中部第1500号線 西大寺南町2383番地先から 西大寺南町2410番３まで Ｌ＝147.0
Ｗ＝24.6～28

（平成29年９月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第638号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の供用を廃止します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成29年９月22日

奈良市長 仲 川 元 庸

路線名 区 間 延長（ｍ) 備 考

中部第686号線 西大寺南町224番13地先から 西大寺南町2354番１地先まで Ｌ＝170

（平成29年９月22日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第639号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。

なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整理
課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば
いつでも交付します。
平成29年９月22日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
２ 送達を受けるべき者



省略
（平成29年９月22日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第640号
公募型プロポーザル方式により受託者を選定するので、
次のとおり告示する。
平成29年９月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 業務の名称
会計事務に係る人材派遣業務

以下省略
（平成29年９月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第641号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年９月26日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年９月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第642号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成29年９月28日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成29年９月28日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成29年９月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第643号
平成29年奈良市議会９月定例会において成立した次に掲
げる予算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第
219条第２項の規定により別紙のとおり公表します。

平成29年９月29日
奈良市長 仲 川 元 庸

１ 平成29年度奈良市一般会計補正予算（第２号）
２ 平成29年度奈良市国民健康保険特別会計補正予算（第
１号）
３ 平成29年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第１号
）
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（平成29年９月29日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第644号
平成29年奈良市議会９月定例会において認定の議決がな
された次に掲げる奈良市歳入歳出決算及び奈良市公営企業
決算の要領を地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条
第６項の規定により、別紙のとおり公表します。
平成29年９月29日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 平成28年度奈良市一般会計歳入歳出決算
２ 平成28年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入
歳出決算
３ 平成28年度奈良市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
４ 平成28年度奈良市土地区画整理事業特別会計歳入歳出
決算
５ 平成28年度奈良市市街地再開発事業特別会計歳入歳出
決算
６ 平成28年度奈良市公共用地取得事業特別会計歳入歳出
決算
７ 平成28年度奈良市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
８ 平成28年度奈良市介護保険特別会計歳入歳出決算
９ 平成28年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会
計歳入歳出決算
10 平成28年度奈良市針テラス事業特別会計歳入歳出決算
11 平成28年度奈良市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
算
12 平成28年度奈良市病院事業会計決算
13 平成28年度奈良市水道事業会計決算
14 平成28年度奈良市都祁水道事業会計決算
15 平成28年度奈良市月ヶ瀬簡易水道事業会計決算
16 平成28年度奈良市下水道事業会計決算

―24―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―25―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―26―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―27―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―28―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―29―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―30―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―31―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―32―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―33―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―34―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―35―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―36―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―37―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―38―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―39―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―40―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―41―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―42―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―43―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―44―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―45―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―46―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―47―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―48―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―49―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―50―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―51―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―52―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―53―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―54―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―55―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―56―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―57―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―58―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―59―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



―60―

平成29年10月31日
（火 曜 日）第345号 奈 良 市 公 報



―61―

奈 良 市 公 報 第345号
平成29年10月31日
（火 曜 日）



（平成29年９月29日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第14号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成29年９月29日

奈良市監査委員 東 口 喜代一
同 中 本 勝
同 八 尾 俊 宏
同 松 石 聖 一

奈良ブランド推進課
監査結果公表日 平成29年７月３日

（奈良市監査委員告示第12号）
措置結果通知日 平成29年９月14日

埋蔵文化財調査センター
監査結果公表日 平成28年12月27日

（奈良市監査委員告示第21号）
措置結果通知日 平成29年９月15日

（平成29年９月29日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第59号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 業 務 名 緑ヶ丘浄水場高架水槽更新工事に伴う

基本設計業務委託
２ 業務場所 奈良市奈良阪町地内
３ 業務期間 契約日から平成30年２月28日まで
４ 業務概要 高架水槽の更新工事に伴う基本設計業

務 一式
高架水槽容量：461㎥

５ 予定価格 4,150千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限基準価格 3,047千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第60号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 桃香野浄水場原水濁度計更新工事
２ 工事場所 奈良市月ヶ瀬桃香野地内
３ 工事期間 契約日から平成30年２月16日まで
４ 工事概要 原水濁度計の更新工事

機器撤去据付工 一式
５ 予定価格 2,180千円

（消費税及び地方消費税を除く。）
６ 最低制限基準価格 1,776千円
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【監査の結果】 【措置の内容】

⑵ 課長（８級）の外国旅
費における日当と宿泊料
について、国家公務員の
職の８級で算定し支給し
ていた。
「職員等の外国旅行の

市長が定める基準及び職
員等の外国旅行の航空賃
の取扱いの改正について
」（平成18年８月25日付
け奈公人第218号）の通
知に基づき、奈良市職員
の職が８級の職務の級に
ある職員のうち課長級に
相当する職員については、
国家公務員の職の６級で
算定し、適正に支給され
たい。

⑵ 奈良市職員の職が８級
の職務の級にある職員の
うち課長級に相当する職
員については、国家公務
員の職の６級として正し
く算定した上、過払い分
についての戻入手続きを
速やかに行いました。

【監査の結果】 【措置の内容】

⑴ 埋蔵文化財発掘調査に
伴う基準点測量委託につ
いて、地方自治法施行令
第167条の２第１項第１
号により随意契約してい
るが、予定価格が設計金
額よりも高く決定されて
いる事例があった。奈良

⑴ 平成29年度の埋蔵文化
財発掘調査に伴う基準点
測量委託について、奈良
市契約規則第10条及び第
18条の規定に則り、適正
に予定価格を決定しまし
た。
今後は、予定価格の重

市契約規則第10条及び第
18条の規定に則り、適正
に予定価格を決定された
い。

要性を十分認識し、適正
な契約事務を行います。



（消費税及び地方消費税を除く。）
以下省略

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第61号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成29年９月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 大安寺第１処理分区管渠

きょ

改築工事
２ 工事場所 奈良市西木辻町地内 他
３ 工事期間 契約日から平成30年２月28日まで
４ 工事概要 自立管の反転・形成工法による合流式

下水道管渠更生工
既設管径700㎜ Ｌ＝62.27ｍ
既設管径600㎜ Ｌ＝60.73ｍ
既設管径450㎜ Ｌ＝73.83ｍ
管渠前処理工 一式

５ 予定価格 50,493千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限モデル型算出価格 40,025千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月１日掲示済）

―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第62号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
口径25～20粍鉛給水管布設替工事 奈良市西登美ヶ丘
五丁目～西登美ヶ丘八丁目地内他３箇所 他６件（発注
番号、工事名称、工事場所、工期、予定価格及び最低制
限基準価格、参加資格等は別表のとおり）
以下省略

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第63号
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり告示します。
その関係図書は、平成29年９月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成29年９月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成29年９月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市石木町、菅原町、六条西五丁目、三条大路三丁
目及び下三条町の各一部
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２－２ 供用を開始する排水施設の位置

管 渠
きょ

番 号 起 点 終 点 備考

流域富雄川幹線－２ 奈良市石木町54番１ 奈良市石木町114番 ①

あやめ池南幹線－511 奈良市菅原町691番４ 奈良市菅原町744番 ②

六条第２幹線－130 奈良市六条西五丁目1398番の一部 奈良市六条西五丁目1398番の一部 ③

六条第２幹線－131 奈良市六条西五丁目1391番 奈良市六条西五丁目1395番 ④

三条大路幹線－58 奈良市三条大路三丁目490番１の一部 奈良市三条大路三丁目490番１の一部 ⑤

高畑幹線－35 奈良市下三条町25番３ 奈良市下三条町15番４ ⑥

３ 公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
奈良市中山町６番１（⑦）、東九条町1188番４（⑧）、

法蓮佐保山一丁目117番５（⑨）、大宮町一丁目14番２
他５筆（⑩）、富雄北三丁目4837番21（⑪）、富雄北三丁
目4837番５ 他２筆（⑫）、中山町1315番（⑬）、押熊町
528番１（⑭）、秋篠町1047番26（⑮）、雑司町375番３
他３筆（⑯）、藤原町158番１（⑰）、古市町2380番18

（⑱）、古市町1673番11（⑲）、南京終町613番４、613番
７（⑳）、南京終町六丁目613番６（㉑）
４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別

分流式及び合流式
５ 終末処理場の位置及び名称

大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター
（平成29年９月１日掲示済）



―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第64号
農業集落排水処理施設の供用を開始するので、奈良市農
業集落排水処理施設条例（平成12年奈良市条例第43号）第
４条の規定に基づき次のとおり告示します。
なお、関係図書は、平成29年９月１日から２週間、奈良
市企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供し
ます。
平成29年９月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 排水処理施設の供用及び排水処理を開始する年月日
平成29年９月15日

２ 供用を開始する箇所
奈良市阪原町1028番１、柳生下町619番１、619番２

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第65号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 浄水汚泥破砕機設置工事
２ 工事場所 奈良市奈良阪町地内
３ 工事期間 契約の日から平成30年２月23日まで
４ 工事概要 新設ホッパ及び破砕機（操作盤付属）

の据付
車輪付コンベヤの設置

５ 予定価格 29,660千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限基準価格 24,566千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第66号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 次亜移送ポンプ設備改良工事

２ 工事場所 奈良市奈良阪町地内
３ 工事期間 契約の日から平成30年２月23日まで
４ 工事概要 既設移送ポンプの撤去及び新設移送ポ

ンプの据付 ２台
既設操作盤の撤去及び新設操作盤の据
付 １面

５ 予定価格 6,580千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限基準価格 5,357千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第67号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
なお、この入札は、変動型最低制限価格制度を採用しま
す。詳細は、予定価格及び最低制限価格等の設定に関する
事務取扱要領によります。
平成29年９月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

第１ 入札に付する事項
１ 工 事 名 口径200～150粍配水支管改良工事
２ 工事場所 奈良市あやめ池南二丁目～西大寺新池

町地内
３ 工事期間 契約の日から平成30年３月15日まで
４ 工事概要 管布設延長（ＧＸ管）φ200～ 30ｍ

管布設延長（ＧＸ管）φ150～ 585ｍ
不断水仕切弁 φ300～ １基
不断水仕切弁 φ150～ １基
鋤取復旧工 ｔ＝５㎝～ 3,563㎡

５ 予定価格 93,050千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

６ 最低制限モデル型算出価格 75,526千円
（消費税及び地方消費税を除く。）

以下省略
（平成29年９月15日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市企業局告示第68号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市企業局契約に関する規程（平成９年奈良市水道局管理規
程第４号）において準用する奈良市契約規則（昭和40年奈
良市規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成29年９月15日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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第１ 入札に付する事項
各導水路施設草刈委託 奈良市阪原町地内他６箇所（

発注番号、工事名称、工事場所、工期、予定価格及び最
低制限基準価格、参加資格等は別表のとおり）
以下省略

（平成29年９月15日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第18号
平成29年９月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成29年９月13日

奈良市教育委員会
教育長 中 室 雄 俊

１ 日 時
平成29年９月26日（火）
午前10時から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事案
教育長報告
⑴ 市長専決処分の報告について
⑵ 平成29年度９月補正予算要求決定額について
議事
議案第22号 人事異動について
議案第23号 奈良市社会教育推進計画について
議案第24号 奈良市学校給食費の管理に関する要綱の一

部改正について
議案第25号 奈良市放課後児童健全育成事業補助金交付

要綱の一部改正について
協議事項
「学校教育で育む力について」

傍聴受付は、開催日の午前９時から午前９時50分までで、
教育総務課にて行います。定員は５名で、定員になり次第
締切させていただきます。

（平成29年９月13日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第42号
平成29年９月１日現在における地方自治法（昭和22年法
律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並びに市町村の
合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第４条第
１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数
の50分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第
４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙権を有する者
の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第
80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教
育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３
分の１の数は、次のとおりです。
平成29年９月１日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

50分の１の数 6,101人
６分の１の数 50,835人
３分の１の数 101,670人

（平成29年９月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第43号
奈良市長選挙における当選の効力に関する異議申出
について

平成29年７月９日執行の奈良市長選挙における当選の効
力に関する異議申出に対し、次のとおり決定しました。
平成29年９月19日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

決 定 書
奈良市法蓮佐保山一丁目４番16号

異議申出人 山 下 真
奈良市佐紀町47－１
岡本ビル２階 安藤法律事務所
異議申出人山下真代理人 弁護士 安 藤 昌 司

奈良市登大路町５
修徳ビル４階401 かすがの法律事務所
異議申出人山下真代理人 弁護士 今 治 周 平

奈良市高天市町11－１
高天飯田ビル５階 奈良パーク法律事務所
異議申出人山下真代理人 弁護士 中 西 伸 之

奈良市高天市町11
高天飯田ビル６階 やすらぎ法律事務所
異議申出人山下真代理人 弁護士 北 條 正 崇

奈良市高天町19－１
奈良今西ビル４階 古都の風法律事務所
異議申出人山下真代理人 弁護士 山 﨑 靖 子

奈良市中山町西二丁目950番地の32
異議申出人 川 野 惠 子

奈良市富雄元町四丁目４番48号
異議申出人 久 保 美佐子

奈良市鳥見町四丁目１番地の２
富雄団地２－404号

異議申出人 手 塚 和 子
奈良市紀寺町883番地の２

異議申出人 清 水 徳 正
奈良市今御門町10番地の２
パークハウス402号

異議申出人 岩 橋 正 己
奈良市今御門町10番地の２
パークハウス402号

異議申出人 岩 橋 直 子
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奈良市富雄元町一丁目21番１－714号
異議申出人 増 田 宏 文

奈良市富雄元町一丁目21番１－714号
異議申出人 増 田 淳 代

奈良市水門町37番地の４
異議申出人 菅 沼 猛

奈良市あやめ池北三丁目３番57号
異議申出人 菅 野 明 弘

奈良市富雄北一丁目18番Ｂ－301号
異議申出人 宮 川 秀 樹

奈良市富雄北一丁目18番Ｂ－301号
異議申出人 宮 川 三千代

奈良市法蓮佐保山一丁目３番11号
異議申出人 菊 山 弘

奈良市法蓮佐保山一丁目３番７号
異議申出人 今 西 伸 之

奈良市法蓮佐保山一丁目３番７号
異議申出人 今 西 幸 子

奈良市法蓮佐保山一丁目３番７号
異議申出人 今 唖 理 乃

奈良市法蓮佐保山一丁目３番７号
異議申出人 今 西 康 仁

奈良市法華寺町214番地の１
セレナハイム新大宮907号

異議申出人 中 村 秀 行
奈良市高畑町1269番地の３

異議申出人 廣 敦 子
奈良市高畑町1365番地

異議申出人 三 谷 早 苗
奈良市東紀寺町一丁目16番１号

異議申出人 堤 ひとみ
奈良市高畑町445番地の１

異議申出人 吉 川 浩
奈良市高畑町445番地の１

異議申出人 吉 川 明 美
奈良市富雄北一丁目16番Ｊ－301号

異議申出人 成 尾 幸 雄
奈良市富雄北一丁目16番Ｊ－301号

異議申出人 成 尾 敏 子
奈良市富雄北一丁目16番Ｊ－301号

異議申出人 成 尾 亜矢子
奈良市山陵町1055番地の10

異議申出人 前 田 新 作
奈良市山陵町1055番地の10

異議申出人 前 田 みゆき
奈良市五条西一丁目36番３－１号

異議申出人 戸 津 裕 明
奈良市五条西一丁目36番３－１号

異議申出人 戸 津 音 和
奈良市高畑町1358番地

異議申出人 六 本 甚 雄

奈良市高畑町1358番地
異議申出人 六 本 雅 子

奈良市西包永町43番地
異議申出人 倉 本 みゆき

奈良市山陵町1094番地の４
異議申出人 川 井 惠美子

奈良市敷島町一丁目548番地の10
異議申出人 井 上 雅 由

奈良市東向中町11番地
異議申出人 木 村 有 香

奈良市後藤町12番地の２
異議申出人 坂 井 美穂子

上記異議申出人が平成29年７月24日に申し出た平成29年
７月９日執行の奈良市長選挙（以下「本件選挙」という。）
における当選の効力に関する異議申出について、当委員会
は次のとおり決定する。

主 文
本件異議申出を棄却する。

異議申出の要旨
当選の効力に不服があり、改めて投票用紙を点検し、有
効、無効の判別及び各候補の得票数の集計のやり直しをす
ることを求めたものである。
その理由とするところを要約すれば、次のとおりである。
１ 仲川げん候補が61,934票を得て当選し、異議申出人
山下真（以下、単に「異議申出人」という。）は59,
912票で次点となり、票差は2,022票である。
２ 仲川げん候補の得票に関し、一旦疑問票とされた後、
有効となった票は少なくとも4,434票あり、これだけ
多くの票が疑問票として取り扱われること自体が異例
である。
３ 開票率85.32％での選管による開票結果の発表の後、
「にんべんの無い中川票」2,500票が追加され、さら
に開票率95.26％での選管による開票結果の発表の後、
一旦疑問票に分類された後に有効票とされた1,934票
が追加され、開票率100％となった。
４ 公職選挙法は投票の効力について以下の通り定める。

（開票の場合の投票の効力の決定）
第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴
き、開票管理者が決定しなければならない。その決定
に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおい
て、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その
投票を有効とするようにしなければならない。
（無効投票）
第六十八条 衆議院（比例代表選出）議員又は参議
院（比例代表選出）議員の選挙以外の選挙の投票につ
いては、次の各号のいずれかに該当するものは、無効
とする。
一 所定の用紙を用いないもの
二 公職の候補者でない者又は第八十六条の八第一
項、第八十七条第一項若しくは第二項、第八十七
条の二、第八十八条、第二百五十一条の二若しく
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は第二百五十一条の三の規定により公職の候補者
となることができない者の氏名を記載したもの
三 第八十六条第一項若しくは第八項の規定による
届出をした政党その他の政治団体で同条第一項各
号のいずれにも該当していなかつたものの当該届
出に係る候補者、同条第九項後段の規定による届
出に係る候補者又は第八十七条第三項の規定に違
反してされた届出に係る候補者の氏名を記載した
もの

四 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記
載したもの

五 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載した
もの

六 公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したも
の。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記
入したものは、この限りでない。

七 公職の候補者の氏名を自書しないもの
八 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難い
もの

５ 前記4,434票の有効無効の判断が公職選挙法の前記
規定及びそれに関する裁判例に合致するか否かにより、
当選の効力に影響を与える可能性がある。また、「に
んべんの無い中川票」の割合が平成25年７月21日執行
の前回奈良市長選のときの割合と同程度かどうかとい
う検証も必要である。

６ 異議申出人の得票に関して、一旦疑問票に分類され
後で有効票とされたものが912票あるが、一旦疑問票
に分類され後で無効票とされたものの中に、前記法律
および裁判例に照らし、有効となるべき票が含まれて
いる可能性がある。

７ 仲川候補及び異議申出人の有効票の中に無効とされ
るべき票が混じりこんでいないかの検証も必要である。

８ 疑問票の有効無効を改めて判断することなどにより、
当選の効力に影響を与える可能性が高いため、本異議
申出に及んだものである。

９ 投票日当日のマスコミ各社の出口調査では、数％、
異議申出人が優勢だったと伝えられており、ＮＨＫは
ニュース速報で異議申出人が「やや優勢」と報道した。
こうしたことから、開票結果に疑問を感じている有権
者が少なくない。こうした疑問を解消するためにも、
異議申出をすべきと考えた。

10 ８月22日の異議申出の説明時に追加の項目として、
平成27年の奈良県議会議員選挙で「にんべんの有る仲
川票」を中川たかし候補の有効、無効どちらとして取
り扱ったのか、また何票あったのか検証し、本件選挙
との整合性を確認する必要がある。

11 ９月７日の口頭意見陳述で追加の項目として、疑問
票の判定にあたり、公平性に欠く処理があったとの通
報が開票事務従事者からあったため、有効無効の判断
に改めて疑義がある。ついては、投票用紙を調べ直し
て一旦疑問票に分類された票の数、その後有効と決定

された票、無効と決定された票の数を明らかにしたう
えで、有効無効の判断基準を明らかにすべきと考えた。

決定の理由
当委員会は、この申し出を適法と認めて受理し、平成29
年８月22日及び平成29年９月７日に異議申出人から意見を
聴取し慎重に審査を行った。
１ 申出１について

本件選挙の選挙結果と候補者の得票数及びその差を
述べたものであり、当選の効力に影響を及ぼすもので
はない。
２ 申出２について

開票作業の手順としては、どの候補者に投票したの
かが完全明確に判断できる投票と完全な白紙投票以外
はすべて疑問票として分類し、疑問票は調査係におい
て、明らかな無効票以外は同一のパターンの票を集め
選挙立会人の意見を聴いたうえで、選挙長が過去の判
例等を参考にどの候補者の得票とするのか又は、無効
票とするかの判断を行い決定した後、有効と判断され
た投票は各候補者の他の有効票と合わせて計数し、無
効票は無効の種類ごとに無効分類係で集計している。
したがって一旦疑問票とされた後に、有効と決定さ
れた票数だけを計数する手順は無く、申出にある票数
については根拠のない票数を述べたものであり、当選
の効力に影響を及ぼすものではない。
３ 申出３について

開票率85.32％の結果発表（12時00分発表）後に、2,
500票の仲川候補の「にんべんの無い中川票」が追加
されたという申し出は、それぐらいは含まれていたで
あろうという憶測を聞き取ったものである。
また、開票率95.26％の結果発表（０時35分発表）
後に、1,934票が追加されたという申し出については、
1,934票という得票数は最終の時間帯得票数であるた
め、完全な有効票の500票の票束に満たない端数も含
まれており、1,934票がすべて一旦疑問票に分類され
た後に有効票とされたものではなく、完全な有効票も
含めた数である。
したがって、いずれも候補者の時間ごとの得票数以
外は、単なる憶測を述べたものであり、当選の効力に
影響を及ぼすものではない。
４ 申出４について

単に公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）
の条文を抜き出したもので、当選の効力に影響を及ぼ
すものではない。
５ 申出５について

有効投票及び無効投票については、すべて選挙立会
人に対する提示確認がなされており、異議申出人の選
挙立会人も含め候補者選出のすべての選挙立会人が確
認している。
即ち、どの候補者に投票したのかが完全明確に判断
できる投票と完全な白紙投票以外はすべて疑問票とし
て分類し、疑問票は調査係において、明らかな無効票
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以外は同一のパターンの票を集め選挙立会人の意見を
聴いたうえで、選挙長が過去の判例等を参考にどの候
補者の得票とするのか又は、無効票とするかの判断を
行い決定しているものであり、異議申出人の選挙立会
人も含め候補者選出のすべての選挙立会人から異議等
も無く、適正に執行されている。
「にんべんの無い中川票」についても、選挙立会人

の意見を聴いたうえで、選挙長が過去の判例等を参考
に仲川候補の有効票とすることに決定したものであり、
異議申出人の選挙立会人も含め候補者選出のすべての
選挙立会人から異議等も無かった。
したがって、当選の効力に影響を及ぼす事由は認め

られない。
また、それゆえ前回の選挙時と今回の選挙における

「にんべんの無い中川票」の割合が同程度かどうかに
ついての検証も意味のあるものでなく、当選の効力に
影響を及ぼすものではない。

６ 申出６について
この得票数は最終の時間帯得票数であるため、完全
な有効票の500票の票束に満たない端数も含まれてお
り、912票がすべて一旦疑問票に分類された後に有効
票とされたものではなく、完全な有効票も含めた数で
あり、候補者の時間ごとの得票数以外は、単なる憶測
を述べたものである。
有効投票及び無効投票については、すべて選挙立会

人に対する提示確認がなされており、異議申出人の選
挙立会人も含め候補者選出のすべての選挙立会人が確
認している。
即ち、どの候補者に投票したのかが完全明確に判断

できる投票と完全な白紙投票以外はすべて疑問票とし
て分類し、疑問票は調査係において、明らかな無効票
以外は同一のパターンの票を集め選挙立会人の意見を
聴いたうえで、選挙長が過去の判例等を参考にどの候
補者の得票とするのか又は、無効票とするかの判断を
行い決定しているものであり、異議申出人の選挙立会
人も含め候補者選出のすべての選挙立会人から異議等
は無く、適正に執行されている。

７ 申出７について
有効投票及び無効投票については、すべて選挙立会
人に対する提示確認がなされており、異議申出人の選
挙立会人も含め候補者選出のすべての選挙立会人が確
認しているのであるから当選の効力に影響を及ぼすも
のではない。

８ 申出８について
有効投票及び無効投票については、すべて選挙立会
人に対する提示確認がなされており、異議申出人の選
挙立会人も含め候補者選出のすべての選挙立会人が確
認している。
即ち、どの候補者に投票したのかが完全明確に判断

できる投票と完全な白紙投票以外はすべて疑問票とし
て分類し、疑問票は調査係において、明らかな無効票

以外は同一のパターンの票を集め選挙立会人の意見を
聴いたうえで、選挙長が過去の判例等を参考にどの候
補者の得票とするのか又は、無効票とするかの判断を
行い決定しているので、開票作業がすべて終わった後
には、疑問票として残っているものは無く、有効票か
無効票に分類されている。また、異議申出人の選挙立
会人も含め候補者選出のすべての選挙立会人から異議
等も無く、適正に執行されている。
９ 申出９について

マスコミ各社の出口調査の結果は、各社が市内の投
票所（期日前投票所を含む）を任意に抽出し、投票に
来た選挙人を抽出したうえで調査を行うといった、限
られた標本に基づくサンプル調査に過ぎないため一定
量の誤差を避けることができない。したがってそれに
基づいて導き出される答えも100％正確なものでなく、
あくまでも報道各社の推測であり、その推測と実際の
開票結果に相違があったからといって、適法に執行さ
れた開票の集計をやり直すことは適当ではない。
10 ８月22日の異議申出の説明時における異議申出人に
よる口頭での検証申出について
平成27年の奈良県議会議員選挙で「にんべんの有る
仲川票」を中川たかし候補の有効、無効のどちらとし
て取り扱ったかについては、本件選挙とは全く関係の
ない選挙についての検証の申し出であり、本件選挙の
当選の効力に影響を及ぼすものではないため検証は行
わない。
11 ９月７日の口頭意見陳述における異議申出人により
提出された意見書について
疑問票の判定にあたり、公平性に欠く処理があった
との通報については、当委員会に於いて選挙会の事務
に従事した責任者等に聞き取り調査を行ったが、その
ような事実は無く、疑問票に関する有効無効の判断は、
選挙立会人の意見を聴いたうえで、選挙長が過去の判
例等を参考に決定しており、異議申出人の選挙立会人
も含め候補者選出のすべての選挙立会人から異議等も
無く、適正に執行されている。
また、一旦疑問票となった時点での票数や、選挙長
が有効又は、無効と決定した時点での票数を計数する
手順は無く、一旦疑問票となった後に有効の決定をし
た票と完全明確に有効と判断された票とを区別なく、
有効票として計数している。
同じく無効票についても、一旦疑問票となった後に
無効の決定をした票と完全明確に無効と判断された票
とを区別なく、無効票として計数している。
このため、一旦疑問票となった後に有効や無効と
なった票数については、そもそも計数をしていないも
のである。
上述の如く、有効無効の判断は選挙立会人の意見を
聴いたうえで、選挙長が過去の判例等を参考に決定し
ており、異議申出人の選挙立会人も含め候補者選出の
すべての選挙立会人から異議等は無く、適正に執行さ
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れている。
以上のとおり、本件選挙は適正、適法に行われており、
異議申出人の選挙立会人も含め候補者選出のすべての選挙
立会人が投票の効力を点検し、投票の有効、無効について
確認して確認印を押印しており、投票の効力や有効、無効
の決定に異動を及ぼすような事由は認められなかったこと
から、改めて投票用紙を点検し、有効、無効の判別及び各
候補の得票数の集計のやり直しをする理由は認められない。
よって、当委員会は、主文のとおり決定する。
平成29年９月15日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

（平成29年９月19日掲示済）

農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第22号
奈良市農業委員会平成29年９月農業委員会総会の会議を
次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規
則（昭和32年奈良市農業委員会告示第３号）第２条第１項
の規定により告示します。
平成29年９月７日

奈良市農業委員会長 巽 一 孝
１ 日時

平成29年９月14日（木） 午前９時30分
２ 場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 審議案件
•法令等に基づく事務関係
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条
及び第５条に関する許可申請及び届出について
⑵ 水田・畑地造成形質変更届出について（８月専決
処理分）
⑶ 生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得の
あっせん結果について
⑷ 知事許可について（８月許可分）
•農政関係
報告第１号 農地利用推進委員長・同副委員長の選任

及び各地区長・部門長の選任について
（平成29年９月７日掲示済）

正 誤
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奈 良 市 民 憲 章

奈良は日本のふるさと。美しい自然とすぐれた文化遺

産を守り、古都に住むものにふさわしい自覚と誇りに生

きましょう。

奈良は未来をひらくまち。青少年は健康で、はつらつ

と、正しく強い人間になりましょう。

奈良は善意のまち。みんなのしあわせのために、おた

がいに助けあいましょう。

奈良は清潔で平和なまち。旅行者にはあたたかく親切

に接しましょう。

奈良はのびゆくまち。市民の創意で、伝統と調和のと

れた新しい住みよいまちづくりをしましょう。
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